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 岡崎市次世代自動車購入費補助金交付要綱（以下「要綱」という。）に基づく補助

金交付に関する事務について、必要な事項を次のとおり定める。 

 

 （交付申請兼実績報告書等） 

第１条 要綱第８条第１項に規定する岡崎市次世代自動車購入費補助金交付申請兼

実績報告書及び必要な書類は、次に定めるところによる。 

 ⑴ 岡崎市次世代自動車購入費補助金交付申請兼実績報告書 様式第１号 

 ⑵ 要綱第８条第１項第３号に規定する岡崎市次世代自動車購入費補助金リース

明細書 様式第２号 

 

 （交付決定兼額の確定通知書等） 

第２条 要綱第９条第１項に規定する通知は、様式第３号により行うものとする。 

２ 要綱第９条第２項に規定する通知は、様式第４号により行うものとする。 

 

 （請求書） 

第３条 要綱第 10条第１項に規定する請求書は、様式第５号に定めるところによ

る。 

 

 （交付申請取下届出書） 

第４条 要綱第 11条に規定する岡崎市次世代自動車購入費補助金交付申請取下届出

書は、様式第６号に定めるところによる。 

 

 （取得財産処分制限期間等） 

第５条 要綱第 12条第１項に規定する処分制限期間は、国庫補助金等の処分制限期

間を勘案し、４年とする。 

２ 要綱第 12条第３項に規定する岡崎市次世代自動車購入費補助金財産処分承認申

請書は、様式第７号に定めるところによる。 

３ 要綱第 12条第４項に規定する岡崎市次世代自動車購入費補助金財産処分承認通



知書は、様式第８号に定めるところによる。 

 

 （交付決定の取消し及び補助金の返還） 

第６条 要綱第 13条第２項に規定する通知は、様式第９号により行うものとする。 

 

 （地位承継届出書等） 

第７条 要綱第 14条第２項に規定する岡崎市次世代自動車購入費補助金地位承継届

出書は、様式第 10号に定めるところによる。 

２ 要綱第 14条第３項に規定する通知は、様式第 11号により行うものとする。 


